
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 神戸市民防災総合センター航空無線電話装置移設等業務 

 契 約 業 者 名 協和テクノロジィズ株式会社兵庫営業所 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 航空無線電話装置（航空局無線システム）は、航空機（ヘリコプター）と地上の施設や

他の航空機との間で音声通信を行うための無線装置であり、神戸市航空機動隊の運用に必

要となる装置である。 

 当市の装置は上記業者が構築したものであり、航空無線電話装置は１台ごとに技術基準

適合証明や工事設計認証が行われるものであるため、移設及び移設後に必要な調整にあた

っては、製造業者しか知りえない技術資料等が不可欠である。また、万が一、不具合が生

じれば神戸市航空機動隊の災害対応や救急搬送に重大な支障を及ぼすこととなる。 

よって、本業務を行うことができるのは上記業者のみであることから、上記業者との随

意契約を行うものである。 

担当部署 

（問合せ先） 
消防局総務部施設課施設係  電話：078-322-5741  

 

 

 

 

 

 


